
吸収分割公告 

 

令和７年２月２０日 

債 権 者 各 位 

 

三重県度会郡大紀町打見６７０番地５ 

ノリタケ伊勢電子株式会社 

代表取締役社長 篠原 一浩 

 

 

 弊社は、吸収分割によりノリタケ株式会社（本店所在地：愛知県名古屋市西区則武新町三

丁目１番３６号）の厚膜回路基板及び転写紙の製造・販売に係る事業並びに蛍光表示管の販

売に係る事業に関する権利義務を承継することにいたしました。 

 効力発生日は令和７年４月１日であり、同日付で弊社は商号を「ノリタケ伊勢株式会社」

に変更することを予定しています。 

 この吸収分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から 1 箇月以内にお申し出くだ

さい。 

 なお、両社の最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 

 

（ノリタケ伊勢電子株式会社） 

   掲載紙 官報 

   掲載の日付 令和６年６月６日 

掲載頁  ５５頁（号外第１３６号） 

 

（ノリタケ株式会社） 

金融商品取引法に基づく有価証券報告書提出済 

 


